
5 広報かどま 平成28年3月号福祉／３月は自殺対策強化月間

•••••••••••••••••••••••••••••
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•� •
•••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••

福

祉

ス
ト
ー
マ
用
装
具
の
上
半

期
申
請

　

上
半
期
分
（
４
月
〜
９
月
）
の
ス

ト
ー
マ
用
装
具
（
消
化
器
系
、
尿
路

系
）
、
紙
お
む
つ
の
給
付
申
請
を
受

け
付
け
ま
す
。

と
き　

３
月
１
日
㈫
か
ら

と
こ
ろ　

障
が
い
福
祉
課

　

（
市
役
所
別
館
１
階
）

必�

要
な
物　

身
体
障
が
い
者
手
帳
、

印
鑑
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
ま
た
は

通
知
カ
ー
ド

※
任
意
代
理
人
の
場
合
は
委
任
状

問
合
先　

障
が
い
福
祉
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
１
５
４

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
証
を

送
付

　

３
月
31
日
㈭
ま
で
に
18
歳
を
迎
え

る
児
童
が
お
り
、
４
月
１
日
㈮
以
降

も
引
き
続
き
、
18
歳
未
満
の
児
童
が

い
る
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
受
給
者
に

は
、
３
月
下
旬
に
18
歳
を
迎
え
る
児

童
を
対
象
か
ら
除
い
た
医
療
証
を
送

付
し
ま
す
。

　

４
月
１
日
㈮
以
降
に
医
療
機
関
で

受
診
す
る
際
は
、
新
し
い
医
療
証
と

健
康
保
険
証
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

新
し
い
医
療
証
が
届
か
な
い
場
合

や
、
住
所
な
ど
に
変
更
が
あ
る
場
合

な
ど
は
、
手
元
に
あ
る
医
療
証
と
印

鑑
を
持
参
の
う
え
届
け
出
て
く
だ
さ

い
。

新
し
い
医
療
証
の
有
効
期
間

　

４
月
１
日
㈮
〜
10
月
31
日
㈪

※ 
古
い
医
療
証
は
同
封
の
返
信
用
封

筒
で
市
役
所
に
返
却

※ 
児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届
が
未
提

出
の
人
に
は
交
付
な
し

申
請
・
問
合
先　

こ
ど
も
政
策
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
１
８
６

大
阪
府
登
録
手
話
通
訳
者�

養
成
講
座
初
級
課
程

　

大
阪
府
登
録
手
話
通
訳
者
を
養
成

す
る
初
級
課
程
で
す
。
修
了
後
は
、

中
級
・
上
級
課
程
に
進
級
し
、
３
年

間
で
大
阪
府
登
録
手
話
通
訳
者
に
必

要
な
知
識
と
技
術
を
習
得
で
き
ま
す
。

と�

き　

５
月
17
日
〜
29
年
３
月
14
日

の
火
曜
日

※ 

時
間
は
午
前
９
時
30
分
〜
11
時
30

分
。
会
場
に
よ
り
変
更
あ
り

と�

こ
ろ　

交
野
市
立
保
健
福
祉
総
合

セ
ン
タ
ー
（
交
野
市
天
野
が
原
町

５
‐
５
‐
１
）
ほ
か

対�

象　

府
在
住
・
在
勤
で
、
手
話
で

聴
覚
障
が
い
者
と
日
常
会
話
が
で

き
る
人

※ 

初
心
者
、
府
に
登
録
が
あ
る
人
、

手
話
通
訳
士
と
し
て
活
動
し
て
い

る
人
を
除
く

定
員
・
費
用　

30
人
、
無
料

※
テ
キ
ス
ト
代
な
ど
は
別
途
負
担

申�

込
方
法

　

 

３
月
１
日
㈫
〜
４
月
１
日
㈮
に
、

府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://ww

w.pref.osaka.lg.jp/

）
か
ら
申
し

込
み
ま
た
は
受
講
申
込
書
を
郵
送

※ 

受
講
申
込
書
は
市
障
が
い
福
祉
課

で
配
布

※
郵
送
は
４
月
１
日
㈮
必
着

※
後
日
に
受
講
判
定
試
験
あ
り

申
込
・
問
合
先

　

〒
５
４
０
‐
８
５
７
０

　
 

大
阪
市
中
央
区
大
手
前
２
丁
目

　

 
府
民
お
問
合
せ
セ
ン
タ
ー
「
手
話

通
訳
者
養
成
講
座
」
係

　

☎
０
６
（
６
９
１
０
）
８
０
０
１

介
護
予
防
教
室

と
き　

３
月
26
日
㈯

　

午
前
10
時
〜
11
時
30
分

と
こ
ろ　

市
民
交
流
会
館
・
中
塚
荘

内�

容　

サ
ル
コ
ペ
ニ
ア
っ
て
何
？
い

つ
ま
で
も
元
気
な
体
を
維
持
す
る

た
め
に

講�

師　

津
里
壮
司
・
作
業
療
法
士
、

徳
田
明
美
・
理
学
療
法
士

定
員　

30
人
（
申
込
順
）

申�

込
方
法　

３
月
１
日
㈫
か
ら
電
話

ま
た
は
直
接

申�

込
・
問
合
先　

門
真
第
１
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー　

　

☎
０
６
（
６
７
８
０
）
０
８
０
８

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
講
座

と
き　

３
月
15
日
㈫

　

午
後
１
時
〜
２
時
30
分

と�

こ
ろ

　

 

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

は
す
ゆ
め
（
堂
山
町
25
‐
15
）

内�

容　

認
知
症
へ
の
理
解
を
深
め
、

地
域
で
支
え
る
街
づ
く
り
を
考
え

る
講�

師　

森
安
美
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
こ
と

は
じ
め

対�

象　

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
講
座
を

受
講
し
た
人

定
員　

30
人
（
申
込
順
）

費
用　

無
料

申�

込
方
法　

３
月
１
日
㈫
か
ら
電
話

ま
た
は
直
接

申�
込
・
問
合
先　

門
真
第
１
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー　

　

☎
０
６
（
６
７
８
０
）
０
８
０
８

ひ
と
い
き
サ
ロ
ン

　

認
知
症
の
人
も
、
介
護
者
や
家
族

も
、
音
楽
を
通
じ
て
笑
顔
に
な
る
時

間
を
み
ん
な
で
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

と
き　

３
月
12
日
㈯

　

午
前
10
時
〜
11
時
30
分

と
こ
ろ　

願
得
寺
（
御
堂
町
８
‐
23
）

対
象　

認
知
症
の
人
と
家
族

内�

容　

ヘ
ル
マ
ン
ハ
ー
プ
の
ミ
ニ
音

楽
会
、
カ
フ
ェ
タ
イ
ム
、
介
護
な

ん
で
も
相
談

定
員　

20
組
（
申
込
順
）

費
用　

無
料

申
込
方
法

　

３
月
９
日
㈬
ま
で
に
電
話

申�

込
・
問
合
先　

門
真
市
介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
連
絡
会
ひ
と
い

き
サ
ロ
ン
事
務
局

　

☎
０
７
２
（
８
８
１
）
１
３
１
０

寄
附
・
寄
贈

◆
本
市
児
童
発
達
支
援
の
た
め

・
大
阪
ガ
ス
グ
ル
ー
プ
様

　

ご
厚
志
に
感
謝
し
ま
す

◆
本
市
福
祉
推
進
の
た
め

・
株
式
会
社
シ
モ
ダ
様

・
大
西
敏
行
様

・
大
阪
シ
テ
ィ
信
用
金
庫
様

　

ご
厚
志
に
感
謝
し
ま
す

　

自
殺
で
亡
く
な
る
人
の
数
は
、
全

国
で
年
間
２
万
５
０
０
０
人
前
後
で
、

府
内
で
も
年
間
約
１
４
０
０
人
が
自

ら
命
を
絶
っ
て
い
ま
す
。

　

自
殺
は
、
「
そ
の
多
く
が
防
ぐ
こ

と
が
で
き
る
社
会
的
な
問
題
」
だ
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

悩
み
が
あ
る
と
き
は
、
一
人
で
悩

ま
ず
に
専
門
の
相
談
機
関
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
身
近
な
人
の
悩

み
に
気
づ
い
た
ら
、
専
門
家
へ
の
相

談
を
勧
め
ま
し
ょ
う
。

主
な
相
談
先

◆
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
統
一
ダ
イ
ヤ

ル
　

☎
０
５
７
０
（
０
６
４
）
５
５
６

※ 

３
月
１
日
㈫
午
前
９
時
30
分
〜
３

月
31
日
㈭
午
後
５
時
ま
で
は
24
時

間
受
け
付
け
。
通
常
は
平
日
午
前

９
時
30
分
〜
午
後
５
時

※ 

一
部
の
Ｉ
Ｐ
電
話
な
ど
は
接
続
不

可
◆
大
阪
府
こ
こ
ろ
の
健
康
総
合
セ
ン

タ
ー
（
こ
こ
ろ
の
電
話
相
談
）

　

☎
０
６
（
６
６
０
７
）
８
８
１
４

※
平
日
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
５
時

◆
大
阪
府
守
口
保
健
所
（
精
神
保
健

福
祉
相
談
）

　

☎
０
６
（
６
９
９
３
）
３
１
３
１

※
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
45
分

◆
わ
か
も
の
ハ
ー
ト
ぼ
ち
ぼ
ち
ダ
イ

ヤ
ル
（
わ
か
ぼ
ち
ダ
イ
ヤ
ル
）

　

☎
０
６
（
６
６
０
７
）
８
８
１
４

※ 

水
曜
日
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
５

時
◆
関
西
い
の
ち
の
電
話

　

☎
０
６
（
６
３
０
９
）
１
１
２
１

※
24
時
間
３
６
５
日
対
応

◆
大
阪
自
殺
防
止
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６
（
６
２
６
０
）
４
３
４
３

※ 

金
曜
日
午
後
１
時
〜
日
曜
日
午
後

10
時

◆
こ
こ
ろ
の
救
急
箱

　

☎
０
６
（
６
９
４
２
）
９
０
９
０

※ 

月
曜
日
午
後
８
時
〜
火
曜
日
午
前

３
時

◆
自
殺
予
防
い
の
ち
の
電
話

　

☎
０
１
２
０
（
７
３
８
）
５
５
６

※ 

毎
月
10
日
午
前
８
時
〜
11
日
午
前

８
時

◆�

大
阪
府
債
務
整
理
サ
ポ
ー
ト
プ
ラ

ザ
（
借
金
の
悩
み
相
談
室
）

　

☎
０
６
（
６
２
１
０
）
９
５
１
２

※
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
30
分

◆�

大
阪
府
こ
こ
ろ
の
健
康
総
合
セ
ン

タ
ー
自
死
遺
族
相
談
（
予
約
制
）

　

大
切
な
人
を
自
死
（
自
殺
）
で
亡

く
し
た
人
の
た
め
の
専
門
相
談
員
に

よ
る
窓
口
相
談
で
す
。

　

電
話
の
際
に
「
自
死
遺
族
相
談
」

と
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

相
談
先

　

☎
０
６
（
６
６
９
１
）
２
８
１
１

※ 

平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
45
分
。

問
合
先　

障
が
い
福
祉
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
１
５
４

　

自
閉
症
を
は
じ
め
と
す
る
発
達

障
が
い
は
、
脳
機
能
の
発
達
が
関

係
す
る
生
ま
れ
つ
き
の
障
が
い
で

す
。
発
達
障
が
い
の
あ
る
人
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
対
人
関

係
を
築
く
こ
と
が
苦
手
で
す
。

　

発
達
障
が
い
の
あ
る
人
た
ち
が
、

個
々
の
能
力
を
伸
ば
し
、
社
会
で

自
立
す
る
に
は
、
私
た
ち
一
人
ひ

と
り
の
理
解
が
必
要
で
す
。

　

「
世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
」
を

機
に
、
自
閉
症
を
は
じ
め
と
す
る

発
達
障
が
い
へ
の
理
解
を
深
め
ま

し
ょ
う
。

※ 

詳
し
く
は
世
界
自
閉
症
啓
発
デ

ー
・
日
本
実
行
委
員
会
公
式
サ

イ
ト
（http://www.worldauti

smawarenessday.jp/

）
参
照

◆�

発
達
障
が
い
啓
発
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　

府
で
は
、
よ
り
多
く
の
人
に
発

達
障
が
い
へ
の
正
し
い
理
解
と
認

識
を
深
め
て
も
ら
う
た
め
に
、

「
発
達
障
が
い
啓
発
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
」
を
開
催
し
ま
す
。

と
き　

４
月
７
日
㈭

　

午
後
２
時
〜
４
時
30
分

と�

こ
ろ　

府
立
男
女
共
同
参
画
・

青
少
年
セ
ン
タ
ー
（
大
阪
市
中

央
区
大
手
前
１
‐
３
‐
49
）

定
員　

５
０
０
人
（
申
込
順
）

申�

込
方
法

　

 

３
月
31
日
㈭
ま
で
に
府
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（http://www.pref.

osaka.lg.jp/

）
か
ら
申
し
込
み

◆�

シ
ン
ボ
ル
カ
ラ
ー
の
ラ
イ
ト
ア

ッ
プ

　

「
世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
」
の

シ
ン
ボ
ル
カ
ラ
ー
の
ブ
ル
ー
で
、

府
内
の
主
要
建
物
を
ラ
イ
ト
ア
ッ

プ
し
ま
す
。

と
き　

４
月
２
日
㈯

　

午
後
６
時
30
分
頃
〜
11
時

※ 

天
保
山
大
観
覧
車
の
み
午
後
10

時
ま
で

ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
施
設

　

 

大
阪
城
、
通
天
閣
、
天
保
山
大

観
覧
車

問
合
先

　

府
地
域
生
活
支
援
課 

　

☎
０
６
（
６
９
４
４
）
６
６
８
９

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

４
月
２
日
は
世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー

４
月
２
日
～
８
日
は
発
達
障
害
啓
発
週
間

４
月
２
日
は
世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー

４
月
２
日
～
８
日
は
発
達
障
害
啓
発
週
間

３
月
は

  

自
殺
対
策
強
化
月
間
で
す

　大阪労働局では、解雇や労働条件などの
労働相談を伺います。
◆総合労働相談ダイヤル
開�設時間
　平日の午前９時～午後６時
フリーダイヤル（通話料無料）
　☎０１２０（９３９）００９
※ 府内固定電話から利用可。携帯電話、Ｉ
Ｐ電話などは不可
府外・携帯電話などから
　☎０６（７６６０）００７２
◆総合労働相談コーナー
　各労働基準監督署の総合労働相談コーナ
ーでも相談を受け付けます。
開�設時間　平日の午前９時～午後５時
問�合先　大阪労働局総合労働相談コーナー
　☎０６（７６６０）００７２

　

専
門
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
、

就
職
に
関
す
る
疑
問
や
悩
み
な
ど

に
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
を
行
い
ま
す
。

と�

き　

月
・
水
・
金
曜
日
の
午
前

９
時
30
分
〜
午
後
４
時
30
分

※
祝
日
を
除
く

と�

こ
ろ　

門
真
市
地
域
就
労
支
援

セ
ン
タ
ー
（
市
役
所
別
館
３
階
）

対
象

・
就
職
活
動
が
上
手
く
い
か
な
い

人
・
障
が
い
の
あ
る
人
や
母
子
家
庭

の
人
、
中
高
年
齢
の
人
な
ど
で
、

働
く
意
思
が
あ
る
の
に
就
職
が

困
難
な
人

※
就
職
の
斡
旋
は
不
可

相
談
・
問
合
先

　

 

門
真
市
地
域
就
労
支
援
セ
ン
タ

ー
（
人
権
女
性
政
策
課
内
）

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
０
７
９

門
真
市
地
域
就
労
支

援
セ
ン
タ
ー
の
就
労

支
援
相
談

•••••••••••••••••
•••••••••••••••••
•••••••••••••••••
•••••••••••••••••

大阪労働局総合労働相談
ダイヤル

社
協
だ
よ
り

寄
付
お
礼

◆
福
祉
基
金

　

 

オ
ガ
ワ
カ
イ
ロ
院
、
㈱
中
田
米
穀

店
◆
善
意
銀
行

　

 

千
成
ヤ
ク
ル
ト
販
売
㈱
、
宮
野
町

自
治
会
、
門
真
市
立
浜
町
保
育
園
、

匿
名
希
望
１
名

 

（
順
不
同
敬
称
略
）

問
合
先　

門
真
市
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
４
５
３

こ
こ
ろ
の
健
康�

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

□�

疲
れ
て
い
る
の
に
眠
れ
な
い
日

が
２
週
間
以
上
続
い
て
い
る

□�

食
欲
が
な
く
体
重
が
減
っ
て
い

る
□
だ
る
く
て
意
欲
が
わ
か
な
い

□
原
因
不
明
の
体
調
不
良
が
続
く

　

こ
れ
ら
は
「
う
つ
病
」
の
症
状

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
睡
眠
や
食
欲

と
い
う
、
生
き
る
基
本
が
損
な
わ

れ
る
と
、
体
調
が
ど
ん
ど
ん
悪
く

な
り
、
気
力
や
頑
張
り
で
克
服
す

る
の
は
困
難
で
す
。
専
門
の
相
談

機
関
か
医
療
機
関
に
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。


